
 
平成 30 年 7 月 8 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

 

 

 

国道１０号 竜ヶ水
り ゅ う が み ず

地区の通行止めついて（解除） 

平成 30年 7月 8日 2時 10分 

 

 

○平成３０年７月７日２３時００分から、全面通行止めを実施して 

いました国道１０号 竜ヶ水
りゅうがみず

地区において、走行の安全が確認され 

たため、本日２時１０分をもって全面通行止めを解除しました。 

 

○通行止め解除区間 

【国道１０号】 姶良
あ い ら

市 重富
しげとみ

から鹿児島市 吉野
よ し の

町
ちょう

磯
い そ

までの間 

（延長＝１１．３ｋｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 い 合 わ せ 先 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長    五反田
ご た ん だ

 信
の ぶ

幸
ゆ き

 

計 画 課 長    峰
み ね

 潔
き よ

毅
た け

 

ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 

 

記者発表資料 
（最 終  報）  


